
 

 

令和 4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「浸水被害も含めた、新たな医療機関の事業継続計画(BCP)策定に資する研究」 

分担研究報告書 
 

「浸水被害を想定した病院避難に関する研究」 

 

研究分担者  阿南英明 （神奈川県庁理事 /藤沢市民病院副院長） 

 

研究要旨 

【目的】突発する地震被害とは異なる特性を有する水害に関して病院での患者避難に関

する判断のあり方について検討し、「水害における病院避難の受援および支援に関する指

針」を策定することを目的とした。【方法】水害を経験した有床医療機関や支援をした

DMAT との意見交換を通して病院避難に至る判断の進め方について検討した。また、災害

時の「病院行動評価群 Ver4」との整合性を踏まえて検討した。【結果】受援医療機関・

施設としての判断として平時の準備、水害発生前の事前の病院避難判断、事後における

判断と実施についてまとめた。また、支援組織の活動に関して、CSCATTT に基づき記載

した。【結論】浸水被害に特化して病院避難の考え方と手順をまとめ、「水害における病

院避難の受援および支援に関する指針」を策定した。  

研究協力者  

山崎元靖 済生会横浜市東部病院 

高橋礼子 愛知医科大学 

 

Ａ．研究目的 

平成 28 年 29 年度厚生労働科学研究費補

助金（地域医療基盤開発推進研究事業）

「地震、津波、洪水、土砂災害、噴火災害

等の各災害に対応した BCP及び病院避難計

画策定に関する研究」(代表研究者 本間

正人)の分担「病院避難についての概念、

消防、自衛隊との連携についての研究」

（分担研究者 阿南英明）において、受援

および支援における各種災害に関して包括

的な病院避難判断のマニュアルを示した。

しかし、降雨気象情報や浸水危険域などの

ハザードマップとの対比検討を事前に可能

である点や回復の期間など、突発する地震

被害とは異なる特性を有する水害に関して

病院での患者避難に関する判断のあり方に

ついて検討し、「水害における病院避難の

受援および支援に関する指針」を策定する

ことを目的とした。  

 

Ｂ．研究方法 

水害を経験した有床医療機関や支援をし

た DMAT との意見交換を通して病院避難に

至る判断の進め方について検討した。ま

た、令和４年度厚生労働行政推進調査事業

費補助金（地域医療基盤開発推進研究事

業）大規模災害時における地域連携を踏ま

えた更なる災害医療提供体制強化に関する

研究 （研究代表者：小井土雄一）の分担

研究「DMAT の効果的な運用に関する研究」

（分担研究者：阿南英明）において示した

災害時の病院行動評価群 Ver4 との整合性

を踏まえて、受援、支援の判断の検討をし

た。 

 

Ｃ．研究成果 

水害被害を想定した場合の病院避難の判断

に関して、受援医療機関等および支援団体

各々の視点で「水害における病院避難の受

援及び支援に関する指針」としてまとめ

た。（別添資料） 

 

【受援医療機関・施設としての判断】 

１．平時における準備  

１）ハザードマップに基づく浸水危険性の

把握など自院脆弱性と想定浸水深度から建
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物階数など垂直避難の可否検討をする。 

２）実施時に都道府県や市町村の災害対策

本部に対して支援要請をするので連絡先と

連絡方法を把握する。 

３）停電によって電子情報抽出できない場

合を想定して患者一覧表を準備できる体制

を検討する 

４）電子カルテの情報抽出が困難なことが

ある。院外サーバーの利用などクラウディ

ング機能の活用を検討する。 

５）外部から支援者が来た際に示す院内地

図を準備する。 

６）本指針に基づいた訓練を実施してその

実効性を検証するとともに、必要に応

じて変更を行う。 

2．病院避難の判断手順 

１）危機切迫に際しての事前避難 

実際の災害が発生していないが、気象状

況から水害発生の危険性が切迫している場

合に、施設の管理者が危険情報や避難に関

する勧告・指示に基づいて、病院避難実施

を判断することがある。また、後述する水

害発生後の患者搬送は非常に多くの労力を

要するので、短期間の医療提供の途絶に対

する忍容性が低い患者を選定して事前に移

動することも重要な判断である。 

２）水害発災後の病院避難判断 

被災病院として、病院行動評価群 Ver4

に基づく自己評価を実施する。群 0または

１に相当する場合の中で、一部の患者の搬

送の必要性を判断する。短期間の医療提供

途絶が生命維持に影響する可能性が高い患

者を選別して搬送する選択と、全患者の避

難が必要だと判断する場合がある。 

3．病院避難の実施 

１） あらかじめ決められた手段で自力避

難を開始することは可能である 

２） 搬送支援の要請：人手や搬送車両な

ど外部からの支援が必要なことが多い

ので、自治体の災害対策本部等を通し

て DMAT 等を要請する。 

 

 

【支援組織の活動】 

C：command and control 指揮命令・連携 

１）実施依頼調整の主体として都道府県災

害対策本部または市町村災害対策本部など

の体制下で行う。消防、自衛隊、警察、海

上保安庁、DMAT 等は救助、医療介入、搬送

先調整などの役割分担と実務調整を明確化

する。 

２）現地の連絡指揮体制の確立 

・消防、自衛隊、警察、海上保安庁と DMAT

等医療チームの現地合同調整所を設置し

て、避難病院と都道府県災害対策本部との

連絡を一本化する。  

S：Safety 安全 

１）危険性の評価 

ハザードマップに基づく浸水域や深度な

ど立地条件や建物構造の確認をする。天候

予測、水位変化情報、浸水推定図（国土地

理院）を活用する。 

C：Communication 情報共有 

１）災害対策本部内で関係機関同士や、現

地合同調整所での情報共有に努める。 

２）EMIS を活用する。 

３）各患者情報（カルテ内容）をまとめて

印刷したり、DMAT の「災害時診療情報提供

書（医療搬送カルテ）」を利用するなど、

各患者と一体化させる。 

４）新たな状況や道路情報を常に共有す

る。 

A: Assessment 評価と計画 

１）断水・停電等ライフライン途絶など機

能喪失の判別をする。 

TTT：Triage Treatment Transport（トリ

アージ、治療、搬送） 

１）患者の病態と搬送手段、受け入れ病院

の状況から優先順位判断をする。 

２）可能な限り避難病院の資材を用いる

が、適宜 DMAT 資機材および消防その他の

機関の資機材を用いて医療を継続する。 

３）患者数と病態情報、道路情報、ヘリポ

ート確保状況から災害対策本部で搬送手段

の確保を行う。 

 

73



 

 

Ｄ．考察 

平成 29 年度に水防法および土砂災害防

止法が改正され、水害や土砂災害に際し

て、避難準備計画の作成が医療機関に義務

付けられた。ことを踏まえて、平成 28 年

29 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医

療基盤開発推進研究事業）「地震、津波、

洪水、土砂災害、噴火災害等の各災害に対

応した BCP及び病院避難計画策定に関する

研究」として、病院避難の用語、概念、実

施指針をまとめた。しかし、地震を中心に

構築してきた内容に、種々の災害種別とし

ての浸水被害としての特性を盛り込んだ内

容であった。今回の研究では、その後得ら

れた知見に基づいて水害の特性をクローズ

アップして病院避難に関する指針をまとめ

なおした。病院避難は、病院の入院患者全

員を他の場所へ避難させることを指してお

り、実施に当たっては、非常に多くの支援

力と時間を要する。一方、災害によっては

停電や各種資材の途絶などの被害があって

も時間経過によって回復が見込める場合が

ある。「病院行動評価群 Ver4」では、こう

した事態を踏まえて、被害状況を自己判断

して、即時その場から避難すべき事態か、

復旧が見込まれるのか、損なわれた機能の

種類から生命の危険性が高い患者を選別し

て搬送することなどを示されている。この

考え方との整合性を踏まえて、水害におい

て受援医療機関等が病院避難の実施を判断

する考え方と手順を示した。また、支援組

織の活動は、被害発生前の活動も想定に加

えて CSCATTT に基づいて示した。水害は通

常、台風や線状降水帯などに伴う連続的な

大量降雨に伴って発生する。この場合気象

情報解析の進歩によって事前に様々な危険

性が示される。また、全国の水害発生時の

浸水予想域はハザードマップとして示され

ていることから、発生前にその危険性を予

測することの重要性が説かれている。こう

した観点から、水害発生の前に病院避難の

必要性を判断できる医療機関等が存在、発

災前の避難が実施される可能性がある。こ

の場合、支援組織としては、支援活動開始

前や活動中に浸水が始まり被害に巻き込ま

れる可能性を念頭に種々の判断をすること

が求められる。 

 

Ｅ．結論 

 浸水被害に特化して病院避難の考え方と

手順をまとめ、「水害における病院避難の

受援および支援に関する指針」を策定し

た。  

 
Ｆ．健康危険情報 
特になし 

 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 

〇阿南英明．新型コロナウイルス感染症の

医療提供体制の振り返りと将来展望－神奈

川県の取り組みを中心に－．保健医療科学 

2022.71;(4):324-334. 

〇阿南英明．災害医療の視点から見た

COVID-19 に対する公衆衛生システムの現状

と課題．公衆衛生 2022.7;86(7):612-619 

〇阿南英明．第 11 章自治体における医療

体制整備．令和 4年度地域保健総合推進事

業新型コロナウイルス感染症対応記録 正

林督章,和田耕治編．一般社団法人日本公

衆衛生協会,2023．297‐299． 

〇中森知毅  長倉秀幸  川村太一  村田沢

人  阿南英明  赤星昂己  小川理郎   萩

原鈴香 天野智仁. かながわ緊急酸素投与

センターの有用性と課題 Japanese Journal 

of Disaster Medicine. 

2022.10;27(Suppl.):139-142. 

〇阿南英明 山崎元靖 中森和毅. 神奈

川県におけるコロナ対策本部活動と戦略 

Japanese Journal of Disaster Medicine 

2022.10;27(Suppl.):35-39. 

〇阿南英明 山崎元靖 中森和毅 竹内一

郎 近藤久禎． 感染症事案から船内の災

害としての対応の転換による事態収拾 

Japanese Journal of Disaster Medicine 

2022.10;27(Suppl.):10-13. 
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〇Takayuki Ohishi, Takuya Yamagishi,  

Hitomi Kurosu, Hideaki Kato, Yoko 

Takayama,Hideaki Anan, Hiroyuki 

Kunishima.  SARS-CoV-2 Delta AY.1 

Variant Cluster in an Accommodation 

Facility for COVID-19: Cluster Report 

International Journal of Environmental 

Research and Public Health. 

2022.7;19(15):9270. 

 

2.  学会発表 

〇阿南英明． 戦略的な COVID-19 対応策と

災害時医療との接点～感染症流行期におけ

る法歯科学～【特別講演】日本法歯科医学

会第 16回学術大会 2022.5.15. （横浜） 

〇阿南英明．神奈川県におけるコロナ対応

戦略【特別講演】第 72回日本病院学会 

2022.7.8. （松江） 

〇阿南英明．病院薬剤師の役割が求められ

たコロナ医療体制【シンポジウム】日本病

院薬剤師会関東ブロック第 52回学術大会 

2022.8.21. （横浜） 

〇阿南英明．COVID-19 の災禍発生時に構

築した保健医療体制を修正変更するロード

マップの必要性【シンポジウム】第 81回

日本公衆衛生学会総会 2022.10.7. （山

梨） 

〇阿南英明．救急医としての危機的対応～

必要なことを提供できないときの医療・高

カリウム血症への対処～【イブニングセミ

ナー】第 50 回日本救急医学会総会・学術

集会 2022.10.19. （東京） 

〇阿南英明．COVID-19 の体験は日本の医

療構造改変を導き出せるか【専門家セッシ

ョン】第 50 回日本救急医学会総会・学術

集会 2022.10.21. （東京） 

〇阿南英明．FUTURE CASTING【FUTURE 

CASTING】第 50 回日本救急医学会総会・学

術集会 2022.10.21. （東京） 

〇阿南英明．新型コロナウイルス感染症で

見えた地域包括ケアシステムの課題【特別

講演】国際リンパ浮腫フレームワーク・ジ

ャパン研究協議会第 11回学術集会 

2022.11.5.  

○阿南英明．救命という目的達成のために

動き出した CBRNE災害・テロ対応の改変～

病院での対応を中心に～【特別企画 7】第

28回日本災害医学会総会・学術集会 

2023.3.10． （岩手） 

○阿南英明．COVID-19 対応経験から見た健

康危機管理対応の人材と組織の在り方【シ

ンポジウム】第 28回日本災害医学会総

会・学術集会 2023.3.9.（岩手） 

○阿南英明．本邦における CBRNE災害対応

の新たなトリアージ【シンポジウム６】第

28回日本災害医学会総会・学術集会 

2023.3.10.（岩手） 

○阿南英明．神奈川県における小児周産期

リエゾンを活用した COVID-19入院調整体

制の教訓【小児周産期委員会企画】第 28

回日本災害医学会総会・学術集会 

2023.3.9.（岩手） 

○阿南英明．教えて先生！学生×専門家

【DMAS企画（座談会）】第 28回日本災害医

学会総会・学術集会 2023.3.11.（岩手） 

○阿南英明．MCLS-CBRNE コースの改訂につ

いて、MCLS の新たなコースの照会【MCLS

委員会企画】第 28回日本災害医学会総

会・学術集会 2023.3.10．（岩手） 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 

特になし
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水害における病院避難の受援及び支援に関する指針
【はじめに】

水害被害を想定した場合の病院避難の判断に関する受援および支援を実施する際の指針を示し

た。

【受援医療機関・施設としての判断】

1． 平時における準備

１）自院脆弱性に基づく判断基準

ハザードマップに基づく浸水危険性の把握が必要であり、浸水エリア内の場合に浸水深度から

建物階数など垂直避難の可否検討をする。

２）実施時に支援要請連絡先と連絡方法

災害対策本部：都道府県（            ）

市町村 （            ）

例）都道府県災害対策本部・DMAT 調整本部 等

連絡方法：固定電話、衛星携帯電話、MCA 無線、防災無線

３）患者一覧表を準備できる体制を検討する

停電によって電子カルテが停止するなど、情報の抽出ができない場合を想定して対策をする。 
４）患者情報（カルテ情報）アクセスのレジリエンス向上

電子カルテの普及によりカルテ情報抽出が困難なことがある。院外サーバーの利用などクラ

ウディング機能を導入している場合には情報を別手法で入手することができる可能性がある。

５） 院内地図の準備

外部から支援者が来た際に示す院内地図を準備する。地図に基づいて院内の避難経路を確定

しておく。

６）連絡・支援要請・実施に関する訓練

本指針に基づいた訓練を実施してその実効性を検証するとともに、必要に応じて変更を行う。 
２．病院避難の判断手順

１）危機切迫に際しての事前避難

実際の災害が発生していないが、気象状況から水害発生の危険性が切迫している場合に、施

設の管理者が危険情報や避難に関する勧告・指示に基づいて、病院避難実施を判断することが

ある。その場合、避難勧告や指示などレベル毎の行動が求められる。

準備：患者情報の集約と医療搬送カルテ等の準備

勧告：患者毎の医療情報を記載。避難先の抽出・連絡

指示：実施の決定。避難先への連絡。

後述する水害発生後の患者搬送は非常に多くの労力を要するので、短期間の医療提供の途絶

に対する忍容性が低い患者を選定して事前に移動することも重要な判断である。

２）水害発災後の病院避難判断

被災病院として、病院行動評価群 Ver4 に基づく自己評価を実施する。群 0または１に相当す

る場合の中で、一部の患者の搬送の必要性を判断する。短期間の医療提供途絶が生命維持に影

響する可能性が高い患者を選別して搬送する選択と、全患者の避難が必要だと判断する場合が

ある。

3．病院避難の実施 
３） あらかじめ決められた手段で自力避難を開始することは可能である

４） 搬送支援の要請：人手や搬送車両など外部からの支援が必要なことが多いので、

自治体の災害対策本部等を通して DMAT 等を要請する。

【支援組織の活動】
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C：command and control 指揮命令・連携 
１） 実施依頼調整の主体として都道府県災害対策本部または市町村災害対策本部などの体制

下で行う。 
・被災病院からの支援要請に基づいて、都道府県災害対策本部による支援計画を発動する。 
・役割分担：複数の組織が病院避難の支援活動を実施する場合、実務調整（医療介入・搬送先調

整）毎に消防、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT 等の医療チームの役割を明確化する。 
消防、自衛隊、警察、海上保安庁：病院内の救助活動と搬送活動 
DMAT 等：患者トリアージと搬送時の医療継続、搬送先病院とのマッチング 

現地合同指揮所・活動拠点本部・県調整本部間の情報共有を行う 
  ＊精神科病院の場合 DPAT による調整が行われる 
・搬送手段の確保に関する調整を関係機関で行う。 
  消防、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT 等の車両やヘリの確保；ヘリの場合はヘリポー

トの確認が重要である。ヘリの重量やサイズが異なるので、広さと重量に対する耐久性の確認

が必要である。 
２）現地の連絡指揮体制の確立 
・消防、自衛隊、警察、海上保安庁と DMAT 等医療チームの現地合同調整所を設置して、避難

病院と都道府県災害対策本部との連絡を一本化する。 避難病院の連絡担当者または管理責任

者との調整をするための人選や方法を確認する。 
 
S：Safety 安全 
１） 危険性の評価 
立地条件や構造の確認；事前情報が重要である。特に発災前の活動では、ハザードマップに基

づく浸水域や深度事前に把握しておくべき事項である。天候予測、水位変化情報、浸水推定図

（国土地理院）を活用できる。 
＊浸水推定図は、必ず作成されるとは限らないが、一般的にはヘリコプターによる写真撮影後、

６時間程度で完成する。被災都道府県の災害対策本部に提供され、国土地理院のホームページ

でも公開される。 
 
C：Communication 情報共有 
１） 関係機関同士や各機関内の情報共有 

災害対策本部内で関係機関同士や、現地合同調整所での情報共有は必須である。危険発生・

発見時に迅速な伝達をするように努める。 
２）活動全体の情報共有 

EMIS を活用した情報管理など、本部と現場が一元的に情報を共有することが重要である。 
３）患者情報管理 

各患者情報（カルテ内容）をまとめて印刷し各患者と一体化させる。 
DMAT の「災害時診療情報提供書（医療搬送カルテ）」を利用することは有用である。 
例）患者の体にカルテ情報をテープで固定したケースがある。 
＊電子カルテの普及によりカルテ情報抽出が困難なことがある。院外サーバーの利用などク

ラウディング機能を導入している場合には情報を別手法で入手することができる可能性が

ある。 
・患者トラッキングは重要である。搬送先一覧表を作成して管理する。 

４）新たな状況や道路情報を常に共有する。 
 
A: Assessment 評価と計画 
１） 断水・停電等ライフライン途絶など機能喪失の判別 

発災前の救助活動を開始する場合に、気象状況から水害発生の危険性が切迫度合を考慮し、
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施設の管理者と状況を共有し危険情報や避難に関する勧告・指示に基づいて、病院避難実施の

是非と接近の可否を判断する。その場合、避難勧告や指示などレベル毎の行動が求められる。

また、2 階建て以上の鉄筋コンクリート建築では垂直避難が可能な施設か否かを判断する。 
 

TTT Triage Treatment Transport トリアージ、治療、搬送 
１）優先順位付け 
 ・患者の病態と搬送手段、受け入れ病院の状況から優先順位判断をする。 
２）搬送に伴う経過の診療継続 
 ・必要な医療資源は可能な限り避難病院の資材を用いるが、適宜 DMAT資機材および消防そ

の他の機関の資機材を用いる。 
３）搬送手段 
・患者数と病態情報、道路情報、ヘリポート確保状況から災害対策本部で搬送手段の確保を

行う。 
・陸送：消防車両、自衛隊車両、警察車両、DMAT車両、バス 
・空路：ドクヘリ、消防防災ヘリ、自衛隊機、都道府県警ヘリ、海上保安庁ヘリ 
 
搬送手段によらず、診療継続の観点から必要に応じて DMAT同乗の要否の判断をする。 
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